組織の概要・勤務の条件

小諸市社会福祉協議会の業務内容や勤務条件についてご案内します。

１　採用日　　令和９年４月１日

２　勤務先　　小諸市社会福祉協議会事務局又は各施設等

３　給与等　　小諸市社会福祉協議会正職員給与規定に基づき支給
　（１）初任給月額の目安（令和８年４月1日現在）
　　　※ 各学校卒業後、直ちに採用された場合の額です。
　　　※ 職歴等により加算される場合があります
	大学卒
	２３６，８００円

	短大卒（２年制）
	　　２２１，０００円

	高校卒
	　　２０４，４００円


　（２）その他の手当
　　　　　①　期末・勤勉手当、扶養手当、通勤手当、住居手当等が条件に応じて支給されます。（小諸市役所の改定に準じて見直しを行っています）
　　　　　②　退職手当制度（勤務年数に応じて支給されます）

４　勤務等　　　小諸市社会福祉協議会正規職員就業規則による
　　
	勤務時間
	８時３０分から１７時１５分（職場により早出・遅出等あり）

	休　　日
	土・日曜日、祝日、年末年始

	休暇休業
	年次有給休暇（２０日間）
特別休暇（夏季休暇等）、育児休業（原則１歳到達まで）



５　社会保険（健康保険・厚生年金）、雇用保険、労災保険等

６　具体的な事業
　　小諸市社会福祉協議会は、小諸市と連携しながら、高齢者・障がい者・子育て世帯など、地域で支援を必要とする方々を支えるための事業を行っています。
社会福祉法第109条に基づく社会福祉法人として主に次の事業に取り組んでいます。
	設置目的
	具体的な事業

	社会福祉に関する活動への住民参加のための支援
	地域福祉推進事業、ボランティア等

	社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
	介護保険事業・障がい者総合支援事業、
総合相談事業、日常生活自立支援事業等

	社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡調整及び助成
	社会福祉大会、広報誌「ささえーる」の発行

	その他、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
	心配ごと相談等相談事業、赤い羽根共同募金、日赤活動費寄付金、社会福祉資金の貸付等




７　職員数（令和８年４月1日現在）　37名
　　　比較的小規模な組織で、職員同士の連携を大切にしています。


８　組　織
	係　名
	業務内容

	総務生活支援係
	庶務、人事、給与、会計などの法人運営に関する業務のほか、共同募金や日赤事業、各種相談支援事業、ボランティアセンター運営、広報活動等

	地域福祉係
	地域における介護予防事業の充実、介護予防地区指導者の育成、支え合いマップ作成の支援、
児童・生徒の福祉学習支援等

	相談支援係
	障がい者(児)の居宅指定一般相談・障がい児支援事業、生活困窮者自立支援事業、緊急食糧等提供事業等

	地域包括支援
センター
	高齢者総合相談、介護予防ケアマネジメント、権利擁護、包括的・継続的マネジメント、地域包括ケアの推進に関すること等






９　事業所
　　
	事業所名
	業務内容

	小諸市生活就労支援センター
まいさぽ小諸
	生活保護に至っていない生活困窮者に対する「第２のセーフティネット」包括的な支援体制等

	高齢者福祉センター
	高齢者の介護予防・生きがいづくり・レクリエーション活動の推進、講習会その他教養講座の開催等

	市民活動・ボランティア
サポートセンター
	ボランティアの育成・拡大を図る、市民活動の拠点施設

	ファミリーサポートセンター
	育児に関する相互援助活動により子育て支援を行う

	地域包括支援センター
	高齢者総合相談、介護予防ケアマネジメント、権利擁護、包括的・継続的マネジメント、地域包括ケアの推進に関すること等




地域に密着した福祉の仕事に関心のある方をお待ちしています。






